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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年３月15日付をもって提出しました「三井住友マネー・マネージメント・ファンド

（三井住友ＭＭＦ）」の有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、平成25

年５月24日に有価証券報告書を提出したことに伴う関係情報の更新、その他訂正すべき事項

がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

Ⅱ．【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

取得日の前日の基準価額
※１
とします。

取得日は、販売会社がお申込金の受領を確認した時刻によって異なります。

イ　販売会社が、取得申込受付日の正午以前に取得申込金の受領を確認した場合
※２
は、取得申込

受付日が取得日となります。

ただし、取得日の前日の基準価額が、１口当たり１円を下回っているときは、販売会社は、取

得申込受付日を取得日とするお申込みには応じないものとします。

ロ　販売会社が、取得申込受付日の正午を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合
※２
は、取得申

込受付日の翌営業日が取得日となります。

ただし、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が、１口当たり１円を下回ったとき

は、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が１口当たり１円となっ

た計算日の翌営業日が取得日となります。

※１　「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産

総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した１口当たりの金額をいい

ます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。

※２　「取得申込金の受領を確認した場合」とは、販売会社の取引部門で入金が確認され、か

つ、入金に基づき所定の事務処理を完了した場合をいいます。詳しくは、販売会社にお問

い合わせください。

＜訂正後＞

取得日の前日の基準価額
※１
とします。

取得日は、販売会社がお申込金の受領を確認した時刻によって異なります。
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・販売会社が、取得申込受付日の正午以前に取得申込金の受領を確認した場合
※２
は、取得申

込受付日が取得日となります。

ただし、取得日の前日の基準価額が、１口当たり１円を下回っているときは、販売会社は、取

得申込受付日を取得日とするお申込みには応じないものとします。

・販売会社が、取得申込受付日の正午を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合
※２
は、取得

申込受付日の翌営業日が取得日となります。

ただし、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が、１口当たり１円を下回ったとき

は、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が１口当たり１円となっ

た計算日の翌営業日が取得日となります。

※１　「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産

総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した１口当たりの金額をいい

ます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。

基準価額は、下記の委託会社にお問い合わせいただけます。

照会先の名称 電話番号
※ インターネット・

ホームページ・アドレス

三井住友アセットマネジメント株式会社 0120-88-2976http://www.smam-jp.com

※お問い合わせは、原則として営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきま

す。

※２　「取得申込金の受領を確認した場合」とは、販売会社の取引部門で入金が確認され、か

つ、入金に基づき所定の事務処理を完了した場合をいいます。詳しくは、販売会社にお問

い合わせください。

（８）【申込取扱場所】

＜訂正前＞

販売会社において申込みを取り扱います。

販売会社の詳細につきましては、委託会社にお問い合わせください。

照会先の名称 電話番号
※ インターネット・

ホームページ・アドレス

三井住友アセットマネジメント株式会社 0120-88-2976http://www.smam-jp.com

※お問い合わせは、原則として営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。

＜訂正後＞

販売会社において申込みを取り扱います。

販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問

い合わせください。

（10）【払込取扱場所】

＜訂正前＞
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販売会社において払込みを取り扱います。

販売会社の詳細につきましては、前記「（８）申込取扱場所」に記載の委託会社にお問い合

わせください。

＜訂正後＞

販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に

記載の委託会社にお問い合わせください。）

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

（　略　）

平成25年４月１日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの

委託会社としての業務を承継。（予定）

「トヨタＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）」から「三

井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）」に

名称を変更。（予定）

＜訂正後＞

（　略　）

平成25年４月１日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの

委託会社としての業務を承継。

「トヨタＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）」から「三

井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）」に

名称を変更。

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（　略　）

ロ　委託会社の概況

（イ）資本金の額

2,000百万円（平成25年１月31日現在）

（ロ）会社の沿革

（　略　）

平成25年４月１日トヨタアセットマネジメント株式会社と合併（予定）

（ハ）大株主の状況

（平成25年１月31日現在）

名称 住所
所有

株式数

比率

（％）

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 7,05640.0
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三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 4,85127.5

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 4,85127.5

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 882 5.0

＜訂正後＞

（　略　）

ロ　委託会社の概況

（イ）資本金の額

2,000百万円（平成25年３月29日現在）

（ロ）会社の沿革

（　略　）

平成25年４月１日トヨタアセットマネジメント株式会社と合併

（ハ）大株主の状況

（平成25年３月29日現在）

名称 住所
所有

株式数

比率

（％）

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 7,05640.0

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 4,85127.5

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 4,85127.5

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 882 5.0

２【投資方針】
※　原届出書の「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　（１）投資方針」の

記載は、下記の通り更新されます。

（１）【投資方針】

イ　基本方針

当ファンドは、内外の公社債および短期金融商品などを中心に投資し、安定した収益の確保

を目指して安定運用を行います。

ロ　投資態度

内外の公社債および短期金融商品などを中心に投資し、安定した収益の確保を目指します。
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（５）【投資制限】

＜訂正前＞

（　略　）

Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

（　略　）

ヘ　外国為替予約取引の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、

外国為替の売買の予約を指図することができます。

（　略　）

＜訂正後＞
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（　略　）

Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

（　略　）

ヘ　外国為替予約取引の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ

のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

（　略　）

４【手数料等及び税金】
（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

（　略　）

ロ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の

保管等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）等は、信託財産中から

支弁するものとします。

（　略　）

＜訂正後＞

（　略　）

ロ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の

保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から

支弁するものとします。

（　略　）

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（　略　）

※上記「（５）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成25年１月末現在の情報を

もとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

＜訂正後＞

（　略　）

※上記「（５）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成25年３月末現在の情報を

もとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

５【運用状況】
原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」の記載は、下記の通り更

新されます。

（１）【投資状況】

平成25年３月29日現在
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資産の種類 国／地域
時価合計

（円）

投資比率

（％）

国債証券 日本 8,899,093,09178.84

特殊債券 日本 200,109,2651.77

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 2,188,332,76019.39

合計(純資産総額) 11,287,535,116100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ　主要投資銘柄

平成25年３月29日現在

国／
地域 種類 銘柄名 額面金額

（円）

帳簿価額
単価／金額
（円）

評価額
単価／金額
（円）

利率(％）／
償還期限

投資
比率
（％）

日本 国債
証券

第345回国庫短期証
券 700,000,00099.98699,927,445

99.98
699,927,445

0
2013/5/206.20

日本 国債
証券

第335回国庫短期証
券 600,000,00099.99599,986,059

99.99
599,986,059

0
2013/4/85.32

日本 国債
証券

第336回国庫短期証
券 600,000,00099.99599,976,157

99.99
599,976,157

0
2013/4/155.32

日本 国債
証券

第339回国庫短期証
券 600,000,00099.99599,966,280

99.99
599,966,280

0
2013/4/225.32

日本 国債
証券

第341回国庫短期証
券 600,000,00099.99599,953,080

99.99
599,953,080

0
2013/4/305.32

日本 国債
証券

第344回国庫短期証
券 600,000,00099.99599,947,443

99.99
599,947,443

0
2013/5/135.32

日本 国債
証券

第342回国庫短期証
券 600,000,00099.99599,942,496

99.99
599,942,496

0
2013/5/75.32

日本 国債
証券

第348回国庫短期証
券 600,000,00099.98599,939,220

99.98
599,939,220

0
2013/6/35.32

日本 国債
証券

第347回国庫短期証
券 600,000,00099.98599,930,022

99.98
599,930,022

0
2013/5/275.31

日本 国債
証券

第351回国庫短期証
券

500,000,00099.99
499,958,836

99.99
499,958,836

0
2013/6/17

4.43

日本 国債
証券

第350回国庫短期証
券 500,000,00099.99499,956,116

99.99
499,956,116

0
2013/6/104.43

日本 国債
証券

第354回国庫短期証
券 500,000,00099.99499,952,923

99.99
499,952,923

0
2013/6/244.43

日本 国債
証券

第355回国庫短期証
券 500,000,00099.99499,950,620

99.99
499,950,620

0
2013/7/14.43

日本 特殊
債券

第21回日本政策金融
公庫社債 200,000,000100.05200,109,265

100.05
200,109,265

0.206
2013/10/281.77

日本 国債
証券

第309回利付国債
（２年） 200,000,000100.00200,002,515

100.00
200,002,515

0.1
2013/10/151.77

日本 国債
証券

第315回国庫短期証
券 200,000,00099.99199,994,217

99.99
199,994,217

0
2013/4/101.77

日本 国債
証券

第322回国庫短期証
券 200,000,00099.98199,978,076

99.98
199,978,076

0
2013/5/101.77

日本 国債
証券

第329回国庫短期証
券 200,000,00099.98199,963,730

99.98
199,963,730

0
2013/6/101.77

日本 国債
証券

第343回国庫短期証
券 200,000,00099.97199,952,616

99.97
199,952,616

0
2013/8/91.77

日本 国債
証券

第337回国庫短期証
券 200,000,00099.97199,952,348

99.97
199,952,348

0
2013/7/101.77

日本 国債
証券

第338回国庫短期証
券 200,000,00099.93199,862,892

99.93
199,862,892

0
2014/1/201.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
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ロ　種類別の投資比率

平成25年３月29日現在

種類 投資比率（％）

国債証券 78.84

特殊債券 1.77

合計 80.61

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

年月日
純資産総額

（円）

１万口当たりの

純資産額（円）

特定５期（平成15年８月31日）　（分配落）

特定５期（平成15年８月31日）　（分配付）

11,803,395,758

11,803,407,561

10,000

10,000

特定６期（平成16年２月29日）　（分配落）

特定６期（平成16年２月29日）　（分配付）

11,520,444,464

11,520,455,984

10,000

10,000

特定７期（平成16年８月31日）　（分配落）

特定７期（平成16年８月31日）　（分配付）

10,959,748,112

10,959,751,399

10,000

10,000

特定８期（平成17年２月28日）　（分配落）

特定８期（平成17年２月28日）　（分配付）

10,845,270,018

10,845,272,187

10,000

10,000

特定９期（平成17年８月31日）　（分配落）

特定９期（平成17年８月31日）　（分配付）

11,103,765,195

11,103,767,415

10,000

10,000

特定10期（平成18年２月28日）　（分配落）

特定10期（平成18年２月28日）　（分配付）

11,185,276,428

11,185,280,902

10,000

10,000

特定11期（平成18年８月31日）　（分配落）

特定11期（平成18年８月31日）　（分配付）

11,171,776,848

11,171,849,464

10,000

10,000

特定12期（平成19年２月28日）　（分配落）

特定12期（平成19年２月28日）　（分配付）

11,386,375,359

11,386,484,668

10,000

10,000

特定13期（平成19年８月31日）　（分配落）

特定13期（平成19年８月31日）　（分配付）

11,574,978,293

11,575,120,665

10,000

10,000

特定14期（平成20年２月29日）　（分配落）

特定14期（平成20年２月29日）　（分配付）

11,826,218,950

11,826,354,951

10,000

10,000

特定15期（平成20年８月31日）　（分配落）

特定15期（平成20年８月31日）　（分配付）

12,048,395,523

12,048,536,489

10,000

10,000

特定16期（平成21年２月28日）　（分配落）

特定16期（平成21年２月28日）　（分配付）

11,826,508,741

11,826,598,622

10,000

10,000

特定17期（平成21年８月31日）　（分配落）

特定17期（平成21年８月31日）　（分配付）

11,782,209,080

11,782,251,495

10,000

10,000
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特定18期（平成22年２月28日）　（分配落）

特定18期（平成22年２月28日）　（分配付）

11,701,580,294

11,701,608,377

10,000

10,000

特定19期（平成22年８月31日）　（分配落）

特定19期（平成22年８月31日）　（分配付）

11,552,339,485

11,552,362,589

10,000

10,000

特定20期（平成23年２月28日）　（分配落）

特定20期（平成23年２月28日）　（分配付）

11,526,094,062

11,526,118,266

10,000

10,000

特定21期（平成23年８月31日）　（分配落）

特定21期（平成23年８月31日）　（分配付）

11,466,088,795

11,466,110,580

10,000

10,000

特定22期（平成24年２月29日）　（分配落）

特定22期（平成24年２月29日）　（分配付）

11,383,463,718

11,383,486,484

10,000

10,000

特定23期（平成24年８月31日）　（分配落）

特定23期（平成24年８月31日）　（分配付）

11,328,980,831

11,329,002,356

10,000

10,000

特定24期（平成25年２月28日）　（分配落）

特定24期（平成25年２月28日）　（分配付）

11,291,543,857

11,291,561,923

10,000

10,000

平成24年３月末日 11,369,824,56010,000

平成24年４月末日 11,354,924,64110,000

平成24年５月末日 11,332,236,89810,000

平成24年６月末日 11,336,720,19510,000

平成24年７月末日 11,337,228,98010,000

平成24年８月末日 11,328,980,83110,000

平成24年９月末日 11,324,568,66510,000

平成24年10月末日 11,315,587,06910,000

平成24年11月末日 11,303,296,67710,000

平成24年12月末日 11,302,910,28810,000

平成25年１月末日 11,298,850,68510,000

平成25年２月末日 11,291,543,85710,000

平成25年３月末日 11,287,535,11610,000

（注）分配付の純資産総額および１万口当たりの純資産額は、特定期間末日における分配付の価額

で表示しております。

②【分配の推移】

計算期間 １万口当たり分配金（円）

特定５期（平成15年３月１日～平成15年８月31日） 0.773

特定６期（平成15年９月１日～平成16年２月29日） 0.707

特定７期（平成16年３月１日～平成16年８月31日） 0.579

特定８期（平成16年９月１日～平成17年２月28日） 0.508

特定９期（平成17年３月１日～平成17年８月31日） 0.389

特定10期（平成17年９月１日～平成18年２月28日） 0.448

特定11期（平成18年３月１日～平成18年８月31日） 5.000

特定12期（平成18年９月１日～平成19年２月28日） 12.907

特定13期（平成19年３月１日～平成19年８月31日） 19.147
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特定14期（平成19年９月１日～平成20年２月29日） 21.477

特定15期（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 20.791

特定16期（平成20年９月１日～平成21年２月28日） 19.772

特定17期（平成21年３月１日～平成21年８月31日） 10.170

特定18期（平成21年９月１日～平成22年２月28日） 5.057

特定19期（平成22年３月１日～平成22年８月31日） 3.941

特定20期（平成22年９月１日～平成23年２月28日） 3.746

特定21期（平成23年３月１日～平成23年８月31日） 3.753

特定22期（平成23年９月１日～平成24年２月29日） 3.438

特定23期（平成24年３月１日～平成24年８月31日） 3.397

特定24期（平成24年９月１日～平成25年２月28日） 3.177

③【収益率の推移】

計算期間 収益率（％）

特定５期 0.01

特定６期 0.01

特定７期 0.01

特定８期 0.01

特定９期 0.00

特定10期 0.00

特定11期 0.05

特定12期 0.13

特定13期 0.19

特定14期 0.21

特定15期 0.21

特定16期 0.20

特定17期 0.10

特定18期 0.05

特定19期 0.04

特定20期 0.04

特定21期 0.04

特定22期 0.03

特定23期 0.03

特定24期 0.03

（注）収益率とは、特定期間末の分配落基準価額に特定期間中の分配金累計額を加算した額から前

特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間末分配落基準価額で除したものをいい

ます。

（４）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）

特定５期 148,602,167 154,442,838

EDINET提出書類

三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/25



特定６期 196,476,082 479,427,128

特定７期 234,226,318 794,922,608

特定８期 240,455,237 354,934,006

特定９期 440,688,013 182,192,192

特定10期 455,410,149 373,899,387

特定11期 274,163,327 287,662,413

特定12期 467,697,992 253,099,884

特定13期 626,042,177 437,439,181

特定14期 593,464,553 342,224,280

特定15期 724,442,479 502,265,199

特定16期 329,782,869 551,670,310

特定17期 340,849,079 385,147,898

特定18期 198,265,628 278,895,302

特定19期 133,549,669 282,789,927

特定20期 125,978,799 152,224,459

特定21期 113,017,968 173,023,362

特定22期 98,335,316 180,959,532

特定23期 72,098,131 126,580,977

特定24期 70,636,336 108,074,201

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

〔参考情報〕
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第３【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」の記載は、下記の通り更新されます。

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成24年9月1日か

ら平成25年2月28日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

４．当ファンドは、平成25年4月1日付にてファンドの名称を「トヨタＭＭＦ（マネー・マネージメ

ント・ファンド）」から「三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）」

に変更しました。以下では、変更前の名称で表示しています。
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１【財務諸表】
【トヨタＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

前期
(平成24年８月31日現在)

当期
(平成25年２月28日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託 676,745 448,639

コール・ローン 659,000,000 692,000,000

国債証券 9,969,010,849 10,098,709,878

特殊債券 100,003,520 200,124,200

現先取引勘定 1,199,820,000 899,937,000

未収利息 354,313 190,255

前払費用 － 72,230

流動資産合計 11,928,865,427 11,891,482,202

資産合計 11,928,865,427 11,891,482,202

負債の部

流動負債

未払金 599,853,000 599,911,200

未払収益分配金 21,525 18,066

未払受託者報酬 677 613

未払委託者報酬 9,394 8,466

流動負債合計 599,884,596 599,938,345

負債合計 599,884,596 599,938,345

純資産の部

元本等

元本 11,328,980,807 11,291,542,942

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 24 915

元本等合計 11,328,980,831 11,291,543,857

純資産合計 11,328,980,831 11,291,543,857

負債純資産合計 11,928,865,427 11,891,482,202
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

前期
自　平成24年３月１日
至　平成24年８月31日

当期
自　平成24年９月１日
至　平成25年２月28日

営業収益

受取利息 2,316,809 1,380,125

有価証券売買等損益 3,462,010 4,013,409

その他収益 640 1,186

営業収益合計 5,779,459 5,394,720

営業費用

受託者報酬 129,526 121,215

委託者報酬 1,795,801 1,680,149

営業費用合計 1,925,327 1,801,364

営業利益 3,854,132 3,593,356

経常利益 3,854,132 3,593,356

当期純利益 3,854,132 3,593,356

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 － －

期首剰余金又は期首欠損金（△） 65 24

剰余金増加額又は欠損金減少額 － －

剰余金減少額又は欠損金増加額 － －

分配金 3,854,173 3,592,465

期末剰余金又は期末欠損金（△） 24 915
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は、個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業

者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額ま

たは日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

期　別

項　目

前　期

［平成24年 8月31日現在］

当　期

［平成25年 2月28日現在］

1.期首元本額 11,383,463,653円 11,328,980,807円

期中追加設定元本額 72,098,131円 70,636,336円

期中解約元本額 126,580,977円 108,074,201円

2.受益権の総数 11,328,980,807口 11,291,542,942口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

期　別

項　目

前　期

自 平成24年　3月　1日

至 平成24年　8月31日

当　期

自 平成24年　9月　1日

至 平成25年　2月28日

分配金の計算過程 日々決算を行い、原則として信託財産

から生じる利益の全額を収益分配金に充

当しております。なお、当特定期間に係る

分配対象額の合計額は3,854,197円、分配

金額の合計額は3,854,173円であります。

日々決算を行い、原則として信託財産

から生じる利益の全額を収益分配金に充

当しております。なお、当特定期間に係る

分配対象額の合計額は3,593,380円、分配

金額の合計額は3,592,465円であります。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、

有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なってお

ります。

2.金融商品の内容及びそのリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債

務であります。

当ファンドが保有する有価証券は国債証券および特殊債券であり、価格変動リスク、金利変動

リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においてはコンプライアンス委員会を設け、運用に係る投資ガイドライン及び信託

約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果を運用関連部署へフィード

バックすることで、ファンドの健全な運用の実現に寄与しています。また、運用評価委員会を

設け、運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、

運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与してい

ます。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

前　期

［平成24年 8月31日現在］

当　期

［平成25年 2月28日現在］
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1.貸借対照表計上額、時価及びそ
の差額

貸借対照表上の金融商品は原則と
してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。

同左

2.金融商品の時価の算定方法（1）有価証券

「注記表（重要な会計方針に係

る事項に関する注記）」の「有

価証券の評価基準及び評価方

法」に記載しております。

（2）上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、時価

は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によってお

ります。

同左

3.金融商品の時価等に関する事

項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がな

い場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額

の算定においては一定の前提条件

等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額

が異なることもあります。

同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種　類

前　期

［平成24年 8月31日現在］

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

国債証券 22,240

特殊債券 △185

合　計 22,055

種　類

当　期

［平成25年 2月28日現在］

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

国債証券 23,209

特殊債券 △515

合　計 22,694

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

前　期

［平成24年 8月31日現在］

当　期

［平成25年 2月28日現在］

1口当たり純資産額　1.0000円 1口当たり純資産額　1.0000円
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(1万口当たり純資産額10,000円) (1万口当たり純資産額10,000円)

（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類 銘　　柄
券面総額 評価額

(円)
備考

(円)

国債証券 第３０９回利付国債（２年） 200,000,000200,002,834

第３０７回国庫短期証券 200,000,000199,994,748

第３１５回国庫短期証券 200,000,000199,979,108

第３２２回国庫短期証券 200,000,000199,962,648

第３２７回国庫短期証券 600,000,000599,995,300

第３２８回国庫短期証券 600,000,000599,984,336

第３２９回国庫短期証券 200,000,000199,949,172

第３３０回国庫短期証券 600,000,000599,973,965

第３３２回国庫短期証券 600,000,000599,964,000

第３３４回国庫短期証券 600,000,000599,960,688

第３３５回国庫短期証券 600,000,000599,941,428

第３３６回国庫短期証券 600,000,000599,933,150

第３３７回国庫短期証券 200,000,000199,938,834

第３３８回国庫短期証券 200,000,000199,849,494

第３３９回国庫短期証券 600,000,000599,923,795

第３４１回国庫短期証券 600,000,000599,909,232

第３４２回国庫短期証券 600,000,000599,898,648

第３４３回国庫短期証券 200,000,000199,942,234

第３４４回国庫短期証券 600,000,000599,912,846

第３４５回国庫短期証券 700,000,000699,886,236

第３４７回国庫短期証券 600,000,000599,895,048

第３４８回国庫短期証券 600,000,000599,912,134

国債証券　小計 10,100,000,00010,098,709,878

特殊債券 第２１回株式会社日本政策金融公庫社債

（一般担保付） 200,000,000200,124,200

特殊債券　小計 200,000,000200,124,200

合計 10,300,000,00010,298,834,078

（注）上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券899,937,000円があります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成25年３月29日現在

Ⅰ　資産総額 11,287,557,118円
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Ⅱ　負債総額 22,002円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 11,287,535,116円

Ⅳ　発行済口数 11,287,534,353口

Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0000円

（　１万口当たり純資産額 10,000円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

イ　資本金の額および株式数

平成25年１月31日現在

資本金の額 2,000百万円

会社が発行する株式の総数 60,000株

発行済株式総数 17,640株

（　略　）

＜訂正後＞

イ　資本金の額および株式数

平成25年３月29日現在

資本金の額 2,000百万円

会社が発行する株式の総数 60,000株

発行済株式総数 17,640株

（　略　）
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２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を

行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。

また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年１月31日現在、三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は

除きます）は、以下の通りです。

（平成25年１月31日現在、単位：百万円）

本　数 純資産総額

株式投資信託

単位型
20

（　　 4）
31,859

（　　18,420）

追加型
320

（　 138）
5,069,835

（ 3,328,831）

計
340

（　 142）
5,101,694

（ 3,347,251）

公社債投資信託

単位型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

追加型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

計
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

合　計
340

（　 142）
5,101,694

（ 3,347,251）

※（　）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

（ご参考）

平成25年１月31日現在、トヨタアセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除

きます）は、以下の通りです。

（平成25年１月31日現在、単位：百万円）

本　数 純資産総額

株式投資信託

単位型
1

（　　 1）
10,329

（　10,329）

追加型
31

（　　14）
278,047

（ 111,111）

計
32

（　　15）
288,376

（ 121,440）

公社債投資信託

単位型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

追加型
4

（　　 1）
242,084

（ 158,839）

計
4

（　　 1）
242,084

（ 158,839）

合　計
36

（　　16）
530,460

（ 280,279）

※（　）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。
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＜訂正後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を

行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。

また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年３月29日現在、三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は

除きます）は、以下の通りです。

（平成25年３月29日現在、単位：百万円）

本　数 純資産総額

株式投資信託

単位型
15

（　　 4）
41,084

（　　18,457）

追加型
321

（　 137）
5,262,847

（ 3,343,307）

計
336

（　 141）
5,303,932

（ 3,361,764）

公社債投資信託

単位型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

追加型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

計
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

合　計
336

（　 141）
5,303,932

（ 3,361,764）

※（　）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

（ご参考）

平成25年３月29日現在、トヨタアセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除

きます）は、以下の通りです。

（平成25年３月29日現在、単位：百万円）

本　数 純資産総額

株式投資信託

単位型
1

（　　 1）
10,194

（　　10,194）

追加型
30

（　　13）
292,801

（　 112,113）

計
31

（　　14）
302,995

（　 122,307）

公社債投資信託

単位型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

追加型
4

（　　 1）
258,197

（　 177,654）

計
4

（　　 1）
258,197

（　 177,654）

合　計
35

（　　15）
561,192

（　 299,961）

※（　）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。
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５【その他】

＜訂正前＞

イ　定款の変更、その他の重要事項

該当ありません。

ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

三井住友アセットマネジメント株式会社は、平成25年４月１日にトヨタアセットマネジメント株式会社と合

併し、当ファンドの委託会社となる予定です。

＜訂正後＞

イ　定款の変更、その他の重要事項

委託会社は、平成25年４月１日にトヨタアセットマネジメント株式会社と合併しました。

ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成25年３月27日

トヨタアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

　
あ ら た 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　荒川　進　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

掲げられているトヨタＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）の平成24年９月１日から平成25年２月28日まで

の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ

た。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、　トヨタ

ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）の平成25年２月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する

特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

トヨタアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

（注）1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

2. 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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